
須恵町の人事行政の運営などの状況について、次のとおり公表します。
※公営企業職員の給与やその他行政運営情報については町のホームページに掲載しています。

須恵町人事行政の運営などの状況を公表します

(1)職員の任免の状況
採用

（令和4年4月1日）
退職（令和3年度）

定　年 勧　奨 自己都合その他
職員数 4人 1人 2人 0人

(2)部門別職員数の状況
区　分

部　門
職員数 対前年増減数令和4年 令和3年

一般行政部門 102人 114人 △12人
教育部門 ��36人 ��23人 　13人
公営企業等会計部門 ��20人 ��21人 △��1人

合　　　計 158人 158人 　��0人

(1)人件費の状況（普通会計決算）　※人件費には町長・副町長・教育長に支給される給料などを含みます。

(2)職員給与費の状況（普通会計決算）

(5)職員の人事評価の状況
須恵町職員人事評価規程を平成28年4月1日から施行しています。

(3)年齢別職員構成の状況（令和4年4月1日現在）

区分 20歳
未満

20〜
23歳

24〜
27歳

28〜
31歳

32〜
35歳

36〜
39歳

40〜
43歳

44〜
47歳

48〜
51歳

52〜
55歳

56〜
59歳

60歳
以上 計

職員数 1人 10人 17人 21人 21人 12人 12人 23人 18人 17人 4人 2人 158人

区　分 住民基本台帳人口
（令和4年1月1日） 歳出額：Ａ 人件費：Ｂ 人件費率

Ｂ/Ａ
令和3年度 29,045人 11,480,015千円 1,512,820千円 13.18%

区　分 職員数：Ａ 給与費 1人当たり給与費
Ｂ/Ａ給料 職員手当 期末・勤勉手当 計：Ｂ

令和3年度 137人 605,819千円 122,864千円 228,124千円 956,807千円 6,984千円
(3)職員の平均年齢・平均給料月額・平均給与月額の状況
（令和4年4月1日現在）
平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
39.0歳 296,466円 362,149円

(6)職員手当の状況
①	期末手当・勤勉手当（令和3年度）
1人当たり平均支給額 1,485千円

期末手当 2.40月（1.35月）
勤勉手当 1.90月（0.9月）

※�加算措置として職制上の段階、職務の級などによる
加算措置があります。

※（　）内は、再任用に係る支給割合です。

(7)特別職の報酬などの状況（令和4年4月1日）

区　分 給料および報酬 期末手当
令和3年度支給割合

町　長 832,000円 3.25月分
副町長 673,000円 3.25月分
教育長 626,000円 3.25月分
議　長 346,000円 3.25月分
副議長 283,000円 3.25月分
議　員 264,000円 3.25月分

(8)職員の勤務時間とその他の勤務条件の状況

勤 務 時 間 8時30分から17時15分まで
1日につき7時間45分

年次有給休暇 20日/年（前年度繰越分含め最大40日）
【令和3年度平均　8.9日】

病 気 休 暇 医師の証明に基づき、最長90日
【令和3年度の取得者　7人】

育 児 休 業 3歳未満の子を養育するための無給の休業制度
【令和3年度取得者　4人】

②	退職手当（令和3年度）
（支給率） 自己都合（月分） 勧奨・定年（月分）

勤続20年 19.6695 24.586875
勤続25年 28.0395 33.27075
勤続35年 39.7575 47.709
最高限度額 47.709 47.709
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

2～20％加算
1人当たり平均支給額 314千円 18,890千円
※�1人当たりの平均支給額は、令和3年度に退職した職員に支給さ
れた平均額です

(4)職員の初任給の状況
（令和4年4月1日現在）

区　分 初任給
大学卒 182,200円
高校卒 154,900円

問�総務課　人事給与係　☎�932-1152（ダイヤルイン）　☎�932-1151（内線316）

職員の任免および職員数に関する状況1

職員の給与の状況2
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SUEプロモーションメンバーが
須恵町内を撮影中

　須恵町PR動画を制作する、SUEプロモーショ
ンメンバーが、須恵町のさまざまな場所で素敵
な日常動画を撮影中です。（スマートフォンによ
る撮影に挑戦しています。）ご協力どうぞよろし
くお願いします！

※�SUEプロモーションメンバーは、下記のメンバー
カードを持っています。

問…問い合わせ先問…問い合わせ先

須恵町須恵町
インスタフォトコンテストインスタフォトコンテスト

5月14日日まで

はじまっ
て

います！

問�まちづくり課　広聴広報係
　�☎�932-1153（ダイヤルイン）　☎�932-1151（内線345）

　あなたが知っている、とっておきの須恵町の写真を募集しています！�一人何点でも応
募可能です。応募されない人も、ぜひ♥で作品を応援してください！
（選ばれた作品は須恵町のPR活動に使用させていただきます。）

いいね

1 �Instagramにて須恵町インス
タフォトコンテストの特設ア
カウント「sue70th」をフォ
ローしてください。

2 �以下のハッシュタグをつけて投稿してくだ
さい。

　＃須恵町は70周年
　＃suen

応募方法はとっても簡単！

※�リポストとは、他の
ユーザーが投稿した
Instagramの写真や
動画を自分のアカウ
ントで引用し再投稿
を行うことです。

投稿いただいた作品は、
リポスト※します。

応募にあたっての詳しい応募規
約はInstagram特設アカウント
内に記載しています。必ずご確
認のうえ、ご応募ください。

ご協力
お願いします！
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70周年記念特別企画Sue Town 70th Anniversary
Special Project

須恵町


